
京都市教育委員会告示第１１号 

 京都市文化財保護条例第６条第１項の規定に基づき別表第１に掲げる文化財を京都市指

定有形文化財に，同条例第３６条第１項の規定に基づき別表第２に掲げる文化財を京都市

指定史跡に，同条例第４３条第１項の規定に基づき別表第３に掲げる土地の区域を京都市

文化財環境保全地区に指定したので，同条例第６条第３項（第３６条第２項及び第４３条

第３項において準用する場合を含む。）の規定により告示します。 

  平成２４年３月３０日 

京都市教育委員会 

別表第１ 

京都市指定有形文化財 

美術工芸品 

区 分 名   称 数 所有者 所有者の住所 

工 芸 品 木製五輪塔 
 「入道西念」「己卯歳平治

元年十二月九日施入僧寂

念」等の墨書がある 

１  基 久多自治

振興会 

京都市左京区久多 
 

考古資料 三条せと物や町界隈出土の

「桃山茶陶」（中之町出土

品） 

９７０点 京 都 市 京都市中京区寺町通御池

上る上本能寺前町４８８

番地 
 

別表第２ 

京都市指定史跡 

名  称 所  在  地 地   域 

妙光寺境内 京都市右京区宇多野上ノ谷町１５番１,１５番

２,２０番及び２１番 

京都市右京区鳴滝宇多野谷３番３及び３番８

１５番１,１５番２,２０番,２

１番，３番３及び３番８のうち

２２，２５８平方メートル 

備考 指定地域に関する図面は，京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課に

おいて一般の縦覧に供します。 



別表第３ 

京都市文化財環境保全地区 

名  称 所  在  地 地   域 

五社神社文化財

環境保全地区 
京都市西京区下津林楠町１０３番

地，１０４番地，９６番地の３及

び９７番地 

１０３番地，１０４番地，９

６番地の３及び９７番地のう

ち２，１９０平方メートル 

 備考 指定地域に関する図面は，京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課に 

おいて一般の縦覧に供します。 

（文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課） 


